
令和５年５月１８日 

関西広域連合広域産業振興局 

 

 

「令和５年度広域的プロジェクト組成に向けた調査・企画業務」の公募に係る 

質問に対する回答 

 

令和５年５月１２日（金）までに受け付けた質問に対する回答は以下のとおりです。 

１ 広域的プロジェクト組成候補案について、ニ

ーズとシーズを調査したうえで、候補案を出

すと思いますが、どの程度の成果物をイメー

ジされておりますでしょうか。 

例）候補プロジェクトのビジネスアイデア、推

進体制、スケジュールが必要。 

 

基本的には以下内容を示していただくことを想定し

ています。 

・概要 

・テーマ 

・実施体制（メンバー、相関図など） 

・スケジュール 

２ 公設試内企業の選定が広域的プロジェクト組

成候補案に必須と理解していますが、選定さ

れた企業へのメリットを教えていただけません

でしょうか。例：関西広域連合からの補助金な

ど 

（広域的プロジェクト組成候補案に入るメリット

がないと、企業はプロジェクトに参加してくれ

ない可能性あり。また、企業ニーズ収集の段

階で広域的プロジェクト組成候補案の説明を

するにあたり、メリットがあると積極的に企業ニ

ーズを提示してくれると想定しています。） 

 

・選定された企業は、ニーズの事業化・実用化に向

けて、関西広域産業共創プラットフォーム 

 から支援を受けることができることがメリットです。 

・例でお示しの関西広域連合からの補助金は 

 現時点で予定しておりません。なお、仕様書 P２

【「広域的プロジェクト組成」の定義】に、「シーズ

（研究成果）の事業化・実用化に向け、国や民間

の補助金や助成金（例：NEDO）等に申請が可能

である状態まで具体化されたプロジェクトであり

（以下略）・・」とある通り、シーズ（研究成果）の事

業化・実用化に向け、国や民間の補助金や助成

金の申請については一定想定しております。 

・また、質問の中で「公設試内企業の選定が広域的

プロジェクト組成候補案に必須と理解」とご記載い

ただいているところですが、仕様書 P１に、「関西

広域連合産業振興局構成府県市に所在しない企

業でも可とするが、所在している企業を優先する

こと」と記載していますので、申し添えます。 

 

３ 公設試内の企業に、規模や業界などの制約

はありますでしょうか。極論となりますが、スタ

ートアップイベントも許容範囲でしょうか。 

 

制約はございません。 

４ 企業ニーズ収集方法は、企業を訪問しヒアリ

ングにて収集を想定しています。差し当たっ

ては、関西広域連合様のコネクションを活用

したく、凡そ何社程ご紹介いただくことが可能

でしょうか。 

 

基本的に、委託事業者様ご自身のコネクションを活

用いただきニーズ収集をしていただくことを想定して

おります。 

項

番 

質問 回答 



５ 関西広域連合様の HP に、企業ニーズ募集

ページや採択案の掲示など WEB Page を関

西広域連合様にて作成いただくことはできま

すでしょうか。 

 

募集等の WEB Page作成は可能です。 

一方、採択案の提示については、企業側が企業ニ

ーズの公開を希望していない例があると予想される

ことから作成しません。 

６ 金額の関係上、弊社のリソースのみで進める

ことが難しく、関西広域連合様より 1～2 名を

プロジェクトにアサインいただき、共に進める

ことはできますでしょうか。 

 

そのような形で進めるということは想定しておりませ

ん。 

7 仕様書のうち、１事業概要・目的_本事業の目

的＿b のところについて、「※関西広域連合

広域産業振興局構成府県市に所在しない企

業でも可とするが、所在している企業を優先

すること」とあるが、本社ではなく事業所があ

れば優先対象となりますでしょうか。 

 

対象となります。 

 8 仕様書のうち、２委託業務の内容・体制及び

提案を求める事項＿（１）企業の事業化等に

向けたニーズ・シーズ（研究成果）の収集のと

ころについて、1 社から複数のニーズ・シーズ

を収集できた際は全て 1件とカウントされます

でしょうか。 

 例えば 1 社から 2 件のニーズ、1 件のシー

ズがでた場合、3件とカウントされるのか。 

 

基本的に１社であってもそれぞれ 1件とカウン 

トされますが、同系統のニーズ等の場合は１件と 

カウントすることを想定しております。 

9 仕様書のうち、２委託業務の内容・体制及び

提案を求める事項＿（２） 広域的プロジェクト 

組成 候補案の作成のところについて、提案

実施するにあたり、令和４年度広域的プロジ

ェクト組成に向けた調査事業成果物は事前

に開示可能でしょうか。 

 

契約締結に至った事業者に開示することを想定して

おり、提案実施の段階では開示できません。 

10 仕様書のうち、２委託業務の内容・体制及び

提案を求める事項_（３） 実施体制 （※プラッ

トフォーム内の会議の出席を含む）のところに

ついて、場合によっては関西域内の公設試

を紹介いただくことは可能でしょうか。 

 

関西広域連合域内の公設試については、紹介が可

能です。 

11 仕様書のうち、７委託事業の実施状況の報告

のところについて、報告する収支内訳につい

て、想定される支出の項目を教えていただく

ことは可能でしょうか。 

以下の支出項目を想定しております（あくまで一例と

なります）。 

・人件費 

・旅費 

・事務管理費(消耗品費) 等 

 

 


